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１ 見直しの主旨 

   平成 27 年 3 月に策定した「那須塩原市子ども・子育て未来プラン（計画期間：平成

27 年度～31 年度）」（以下「当初計画」という。）は、「次世代育成支援対策推進法」に

よる市町村行動計画であるとともに、「子ども・子育て支援法」による市町村子ども・子

育て支援事業計画としても位置づけられています。 

   市町村子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその時期等を定めることとされています。

そのため、当初計画の策定にあたっては、0～5 歳児（未就学児）の保護者を対象にニ

ーズ調査を行い、潜在的なニーズも含めた量の見込みを算出し、量の見込みに応えるた

めの環境整備を推進してきました。 

また、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・

子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的

な指針（平成 26 年内閣府告示第 159 号）」では、支給認定を受けた保護者の認定区分

ごとの人数が、市町村子ども・子育て支援事業計画で定めた教育・保育の量の見込みと

大きくかい離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画期間の中間年を目安

として計画の見直しを行うこととされています。 

   そこで、平成 27、28 年度の支給認定の状況を精査したところ、当初計画の教育・保

育の量の見込みとかい離が見られました。かい離の要因としては、女性の就業率の上昇

や保育の受け皿整備の進捗による潜在的保育需要の喚起に伴う保育需要の上昇が考えら

れます。また、地域子ども・子育て支援事業についても、当初計画の策定から２年が経

過し、新たな事業の実施等により提供体制に変更が生じています。 

このような状況を踏まえ、実情に応じて教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

を適切に提供するため、平成 30、31 年度の計画について見直しを行うこととしました。 

  

第１章 計画の見直しにあたって 
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２ 見直しの内容 

今回の見直しでは、当初計画で定めた量の見込みと平成 27、28 年度の実績が 10％

以上かい離している事業等について見直しを行いました。見直しにあたっては、実績や

人口推計を踏まえるとともに、国の「子育て安心プラン」（※）に基づき、女性の就業率

上昇に伴う保育需要の上昇を考慮しました。 

 

 【見直しの状況】 
事業名等 見直しの有無 

1 教育・保育提供区域の設定 なし 

2 教育・保育事業

の量の見込みと確

保方策 

(1)1 号認定（教育を希望する 3～5 歳児） 見直し 

(2)2 号認定（保育を必要とする 3～5 歳児） 見直し 

(3)3 号認定（保育を必要とする 0～2 歳児） 見直し 

3 地域子ども・子

育て支援事業の量

の見込みと確保方

策 

(1)利用者支援事業 見直し 

(2)地域子育て支援拠点事業 見直し 

(3)妊婦健康診査 見直し 

(4)乳児家庭全戸訪問事業 見直し 

(5)-1 育児支援家庭訪問事業（養育支援訪問事業） 見直し 

(5)-2子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

なし 

(6)子育て短期支援事業 見直し 

(7)ファミリー・サポート・センター事業（子育て

援助活動支援事業） 

見直し 

(8)一時預かり事業 見直し 

(9)延長保育事業 見直し 

(10)病児・病後児保育事業 見直し 

(11)放課後児童健全育成事業 見直し 

(12)実費徴収に係る補足給付を行う事業 見直し 

(13)多様な主体が本制度に参入することを促進す

るための事業 

見直し 

4 教育・保育の一体的提供及びその推進に関する体制の確保 見直し 

5 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利

用の確保 

なし 

 
 
 

※「子育て安心プラン」 

   平成 29 年 6 月 2 日に公表された待機児童解消のための国のプラン。25 歳～44 歳の女性の就業率 80％に対応できる

約 32 万人分の保育の受け皿を平成 32 年度末までに整備し、待機児童を解消する。 
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３ 人口推計（当初計画 P７） 

本市の 0 歳から 11 歳までの人口については、当初計画の推計値と実績値に大きなか

い離は見られません。 

   しかし、人口推計は、今後の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みを算出するうえで非常に重要であるため、改めて平成 30 年度及び平成 31 年度の人

口推計を算出しました。算出にあたっては、各年度 4 月 1 日の住民基本台帳の人口を基

本とし、当初計画と同じコーホート変化率法（※）を用いました。 

   人口については、減少傾向で推移すると予測されますが、当初計画より緩やかな減少

となることが見込まれます。 

   

   【見直し前】 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

0歳 965 945 929 913 897 

1歳 1,013 989 969 953 937 

2歳 1,017 1,017 993 973 957 

3歳 1,029 1,002 1,002 978 958 

4歳 1,073 1,013 986 986 962 

5歳 991 1,061 1,001 974 974 

6歳 1,060 984 1,054 995 968 

7歳 1,086 1,054 978 1,048 989 

8歳 1,013 1,075 1,043 967 1,037 

9歳 1,065 1,013 1,075 1,043 967 

10歳 1,103 1,052 1,001 1,063 1,031 

11歳 1,176 1,109 1,058 1,007 1,069 

合計 12,591 12,314 12,089 11,900 11,746 

 

   【見直し後】 

 
Ｈ27年度 

（実績） 

Ｈ28年度 

（実績） 

Ｈ29年度 

（実績） 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 

0歳 971 1,026 915 958 930 

1歳 1,005 998 1,034 933 976 

2歳 1,009 991 1,000 1,028 928 

3歳 1,033 990 992 992 1,020 

4歳 1,081 1,038 990 987 987 

5歳 1,015 1,079 1,045 991 988 

6歳 1,058 1,008 1,084 1,039 985 

7歳 1,098 1,064 1,016 1,089 1,044 

8歳 1,026 1,094 1,061 1,016 1,089 

9歳 1,074 1,023 1,100 1,060 1,015 

10歳 1,107 1,071 1,029 1,096 1,056 

11歳 1,196 1,104 1,072 1,031 1,098 

合計 12,673 12,486 12,338 12,220 12,116 

 

※コーホート変化率法 

各コーホート（同じ年または同じ期間）の過去における実績人口から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計

する方法。 
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1 教育・保育提供区域の設定 

本市では、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域として、那須塩原

市全域をひとつの区域として設定しています。区域については、引き続き那須塩原市を

ひとつの区域とし、事業の展開を図っていきます。 

 

2 教育・保育事業の量の見込みと確保方策 

小学校就学前の子どもについて、認定区分ごとの量の見込み及び確保方策（提供体制

の確保の内容及びその実施時期）について見直しを行いました。 

量の見込みについては、実績及び人口推計を基に算出しました。 

 

◆認定の種類◆ 

〇 1 号認定（教育標準時間認定） 

・対象：３～５歳で、教育のみを希望する子ども 

・利用できる施設：認定こども園、幼稚園（子ども・子育て支援新制度（※）に

移行しない施設も含む） 

   〇 2 号認定（保育認定） 

・対象：3～5 歳で、保育の必要性がある子ども 

・利用できる施設：認定こども園、保育園 

〇 3 号認定（保育認定） 

・対象：0～2 歳で、保育の必要性がある子ども 

           ・利用できる施設：認定こども園、保育園、家庭的保育事業、小規模保育事業等 

 

◆主な教育・保育施設◆ 

    〇 保育園（対象：0～5 歳） 

就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 

       〇 幼稚園（対象：3～5 歳） 

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設 

〇 認定こども園（対象：0～5 歳） 

保育園と幼稚園の機能や特徴をあわせ持つ施設 

    〇 家庭的保育事業（対象：0～2 歳） 

家庭的な雰囲気のもとで少人数（定員 5 人以下）の保育を行う事業 

      〇 小規模保育事業（対象：0～2 歳） 

家庭的保育に近い雰囲気のもと、少人数（定員 6～19 人）の保育を行う事業 

 

※子ども・子育て支援新制度 

   平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び

認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度。 

第 2 章 子ども・子育て支援事業計画（当初計画 P70～85） 
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（１）１号認定（教育を希望する 3～5 歳児） 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、ニーズ調査の結果に基づき量の見込みを算出しましたが、量の見込

み及び確保方策ともに実績が推計より少なくなっています。 

3～５歳の人口に占める認定者の割合は、平成 27 年度が 50％、平成 28 年度が

47％、平成 29 年度が 46％となっています。 

※各年度4月1日現在   

 

 

 

 

 

3

歳

～ 

 

実績：保育課調べ  

 

② 見直しの内容 

量の見込みについては、3～５歳の人口に占める認定割合が減少傾向にあることか

ら、認定割合を平成 30 年度は 45％、平成 31 年度は 44％と設定し、量の見込みを

算出します。 

確保方策については、量の見込みに対し定員が上回っていることから、保育需要の

上昇に対応するため、新制度に移行していない幼稚園の認定こども園への移行を促進

し、２号認定及び３号認定の定員増加を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 広域受託 

   この計画においては、他市町村の認定を受けた子どもが那須塩原市の教育・保育を利用すること。 

※2 広域委託  

   この計画においては、那須塩原市の認定を受けた子どもが他市町村の教育・保育を利用すること。 

（単位：人） 
H27年度 H28年度 H29年度 

推計 実績 推計 実績 推計 実績 

量
の
見
込
み 

１号認定及び教育ニ

ーズの2号認定（Ａ） 
1,787 1,550 1,777 1,464 1,726 1,381 

広域受託（Ｂ）※1 225 208 225 215 225 187 

広域委託（Ｃ）※2 200 170 200 168 200 154 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,812 1,588 1,802 1,511 1,751 1,414 

確保方策 1,965 1,909 1,965 1,864 1,965 1,828 
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【見直し前】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

【見直し後】                        ※各年度4月1日現在 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 実績：保育課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

１号認定（Ａ） 1,064 1,058 1,028 1,010 995 

２号認定（Ｂ） 723 719 698 687 676 

広域受託（Ｃ） 225 225 225 225 225 

広域委託（Ｄ） 200 200 200 200 200 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）－（Ｄ） 1,812 1,802 1,751 1,722 1,696 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 780 1,130 1,130 1,130 1,130 

新制度に移行しない幼

稚園  
1,185 835 835 835 835 

②－① 153 163 214 243 269 

（単位：人） 
H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

１号認定（Ａ） 1,550 1,464 1,381 1,336 1,317 

広域受託（Ｂ） 208 215 187 175 175 

広域委託（Ｃ） 170 168 154 150 150 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,588 1,511 1,414 1,361 1,342 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 509 639 603 823 1,083 

新制度に移行しない幼

稚園 
1,400 1,225 1,225 840 280 

②－① 321 353 414 302 21 
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③ 確保の内容（各年度における増減数） 

   実績：保育課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 

特
定
教
育
・
保
育
施
設 

認定こど

も園 
499 5 140 2 ▲36 0 220 1 260 1 

幼稚園 10 1 ▲10 ▲1 0 0 0 0 0 0 

新制度に移行

しない幼稚園 
▲1,325 ▲6 ▲175 ▲1 0 0 ▲385 ▲1 ▲560 ▲1 

合計 ▲816 0 ▲45 0 ▲36 0 ▲165 0 ▲300 0 
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（２） 2 号認定（保育を必要とする 3～5 歳児） 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、ニーズ調査の結果に基づき量の見込みを算出しましたが、量の見込

み及び確保方策ともに実績が推計より多くなっています。 

3～５歳の人口に占める認定者の割合は、平成 27 年度が 48％、平成 28 年度が 

５１％、平成 29 年度が 53％となっています。 

 

※各年度4月1日現在 

（単位：人） 
H27年度 H28年度 H29年度 

推計 実績 推計 実績 推計 実績 

量
の
見
込
み 

２号認定（Ａ） 1,232 1,502 1,225 1,584 1,191 1,594 

広域受託（Ｂ） 10 17 10 24 10 27 

広域委託（Ｃ） 15 20 15 29 15 31 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,227 1,499 1,220 1,579 1,186 1,590 

確保方策 1,203 1,372 1,224 1,466 1,224 1,554 

実績：保育課調べ 

 

② 見直しの内容 

量の見込みについては、3～５歳の人口に占める認定割合の増加や女性就業率の上

昇を踏まえ、認定割合を平成 30 年度は 54％、平成 31 年度は 55％と設定し、量の

見込みを算出します。 

確保方策については、認定こども園の整備及び新制度に移行していない幼稚園の認

定こども園への移行により定員の増加を図ります。 

 

【見直し前】 

（単位：人） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

２号認定（Ａ） 1,232 1,225 1,191 1,170 1,153 

広域受託（Ｂ） 10 10 10 10 10 

広域委託（Ｃ） 15 15 15 15 15 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,227 1,220 1,186 1,165 1,148 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,203 1,224 1,224 1,224 1,224 

特定地域型保育事業      

②－① ▲24 4 38 59 76 
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【見直し後】                         ※各年度4月1日現在 

（単位：人） 
H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

２号認定（Ａ） 1,502 1,584 1,594 1,603 1,647 

広域受託（Ｂ） 17 24 27 20 20 

広域委託（Ｃ） 20 29 31 19 19 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,499 1,579 1,590 1,604 1,648 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,372 1,466 1,554 1,818 2,086 

特定地域型保育事業      

②－① ▲127 ▲113 ▲36 214 438 

   実績：保育課調べ 

 

③ 確保の内容（各年度における増減数） 

 

H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 

特
定
教
育
・
保
育
施
設 

認定こど

も園 
136 5 98 2 73 0 264 2 300 1 

保育園 48 0 ▲4 ▲1 15 1 0 0 ▲32 ▲1 

合計 184 5 94 1 88 1 264 2 268 0 

 実績：保育課調べ 
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（３）３号認定（保育を必要とする 0～2 歳児） 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、0 歳については、入園者数及び入園待ち児童数を勘案して量の見込

みを算出しましたが、実績が推計より多い状況となっています。0 歳の人口に占める

認定者の割合は、平成 27 年度が 27％、平成 28 年度が 28％、平成 29 年度が 30％

となっています。 

一方、1・2 歳については、ニーズ調査の結果に基づき量の見込みを算出しました

が、認定者は推計より少なくなっています。1・2 歳の人口に占める認定者の割合は、

平成 27 年度が 43％、平成 28 年度が 48％、平成 29 年度が 51％となっています。 

 

【0 歳】                            ※各年度4月1日現在 

（単位：人） 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 

推計 実績 推計 実績 推計 実績 

量
の
見
込
み 

３号認定（Ａ） 200 257 200 283 200 272 

広域受託（Ｂ） 1 4 1 3 1 3 

広域委託（Ｃ） 2 2 2 1 2 1 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 199 259 199 285 199 274 

確保方策 168 186 200 230 200 238 

 
【1・2 歳】 

（単位：人） 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 

推計 実績 推計 実績 推計 実績 

量
の
見
込
み 

３号認定（Ａ） 1,121 862 1,108 962 1,084 1,029 

広域受託（Ｂ） 4 18 4 17 4 28 

広域委託（Ｃ） 8 21 8 20 8 15 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,117 859 1,104 959 1,080 1,042 

確保方策 943 816 1,108 947 1,108 984 

   実績：保育課調べ 

 
② 見直しの内容 

量の見込みについては、0 歳は、今後も同程度の保育の需要が見込まれると考え、

人口に占める認定割合を平成 30 年度、31 年度とも 30％と設定し、量の見込みを算

出します。1・2 歳については、人口に占める認定割合が増加していることから、認

定割合を平成 30 年度は 52％、平成 31 年度は 53％と設定し、量の見込みを算出し

ます。 

確保方策については、認定こども園等の整備及び既存保育園の定員変更により定員

の増加を図ります。また、０歳の量の見込みに対する定員の不足については、人口が

減少傾向にあることを鑑み、既存施設において定員を超過して入園を受け入れる「定
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員の弾力的運用」により対応します。 

 

【見直し前】 

（単位：人） H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

３号認定（Ａ） 1,321(200) 1,308(200) 1,284(200) 1,264(200) 1,246(200) 

広域受託（Ｂ） 5 5 5 5 5 

広域委託（Ｃ） 10 10 10 10 10 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,316 1,303 1,279 1,259 1,241 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 922 1,119 1,119 1,119 1,119 

特定地域型保育事業 124 124 124 124 124 

認可外保育施設 65 65 65 65 65 

②－① ▲205 5 29 49 67 

   ※（ ）は0歳の内数 
 
 

【見直し後】                        ※各年度4月1日現在 

（単位：人） 
H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

①
量
の
見
込
み 

３号認定（Ａ） 1,119(257) 1,245(283) 1,301(272) 1,306(287) 1,288(279) 

広域受託（Ｂ） 22(4) 20(3) 31(3) 14(1) 14(1) 

広域委託（Ｃ） 23(2) 21(1) 16(1) 11(1) 11(1) 

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ） 1,118(259) 1,244(285) 1,316(274) 1,309(287) 1,291(279) 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 885(156) 1,083(202) 1,131(211) 1,204(220) 1,236(227) 

特定地域型保育事業 117(30) 94(28) 91(27) 110(33) 110(33) 

②－① ▲116(▲73) ▲67(▲55) ▲94(▲36) 5(▲34) 55(▲19) 

   ※（ ）は0歳の内数 
 実績：保育課調べ 
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③ 確保の内容（各年度における増減数） 

0 歳 

 

H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 

特
定
教
育
・
保
育
施
設 

認定こども園 17 3 22 3 3 1 9 1 0 0 

保育園 53 0 24 1 6 0 0 0 7 0 

特
定
地
域
型
保
育
事
業 

家庭的保育事

業 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

小規模保育事

業 
28 7 ▲2 ▲1 ▲1 0 6 1 0 0 

合計 100 11 44 3 8 1 15 2 7 0 

 
1・2 歳 

 

H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 定員 施設 

特
定
教
育
・
保
育
施
設 

認定こども園 94 3 94 4 23 0 54 1 0 0 

保育園 ▲71 0 58 1 16 0 10 0 25 0 

特
定
地
域
型
保
育
事
業 

家庭的保育事

業 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

小規模保育事

業 
84 7 ▲21 ▲1 ▲2 0 13 1 0 0 

合計 110 11 131 4 37 0 77 2 25 0 

   実績：保育課調べ 
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3 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）利用者支援事業 
子ども及びその保護者又は妊婦がその選択に基づき、教育・保育、保健その他の子

育て支援事業を円滑に利用できるよう、情報提供や相談・助言を行うとともに、関係

機関との連絡調整等を実施する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、事業実施の詳細については「利用者支援事業ガイドラインについて

（平成 26 年 10 月 6 日付 3 府省連名通知）」に基づいて検討することとし、市内 2

か所に設置としました。 

平成 27 年度から本庁舎に、教育・保育に係る相談を受ける特定型の「保育コンシ

ェルジュ」を配置しました。また、西那須野庁舎には、子育て全般の相談窓口となる

基本型の「子育てコンシェルジュ」を配置しました。 

 

② 見直しの内容 

引き続き、本庁舎に特定型の「保育コンシェルジュ」、西那須野庁舎に基本型の「子

育てコンシェルジュ」を配置します。 

    また、平成 28 年度より黒磯保健センター及び西那須野保健センターの２か所にお

いて、母子保健型として「子育て世代包括支援センター」が開始されたため、新たに

計画へ位置づけを行います。 

 

【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（か所） 2 2 2 2 2 

確保方策 （か所） 2 2 2 2 2 

 

  【見直し後】                        ※各年度4月1日現在 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【事業数（か所）】 2 4 4 4 4 

確保方策【事業数（か所）】 2 4 4 4 4 

 

基本型 1 1 1 1 1 

特定型 1 1 1 1 1 

母子保健型 - 2 2 2 2 

その他 - - - - - 

   実績：子育て支援課・健康増進課調べ 
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（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、ニーズ調査の結果と人口推計を基に量の見込みを算出したため、人

口の減少に伴い、量の見込みは年々減少傾向に設定されました。平成 27、28 年度の

実績についても、減少傾向となっています。 

     

② 見直しの内容 

    当初計画の量の見込みと実績にかい離は見られませんが、算出根拠となる人口推計

が見直されたため、見直し後の人口推計を基に改めて量の見込みを算出します。 

    また、確保方策については、今後も同規模で事業を実施することで対応します。 

 

【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人回） 40,620 40,020 39,204 38,496 37,848 

確保方策 （人回、か所） 
40,620 

31か所 

40,020 

31か所 

39,204 

31か所 

38,496 

31か所 

37,848 

31か所 

 

 

  【見直し後】                    ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

  H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人回）】 40,823 37,804 19,693 39,588 38,436 

確保方策【事業数（か所）】 30 31 31 31 31 

 
地域子育て支援拠点事業 8 8 8 8 8 

その他 22 23 23 23 23 

   実績：子育て支援課・保育課調べ 
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（３）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、妊娠届出件数の過去 5 年間（Ｈ21～25）の実績から、量の見込み

を 1,000 件とし、健診回数は妊婦健康診査の公費負担回数 14 回の受診を見込んで

設定しました。 

    妊娠届出件数については、平成 27 年度は量の見込みより多く、平成 28 年度は少

なくなっています。健診回数については、平成 27、28 年度ともに量の見込みより少

なくなっています。 

 

② 見直しの内容 

    量の見込みについて、健診回数が実績と大幅にかい離するため、平成 27、28 年度

の実績を基に平均受診率を勘案して算出します。 

    確保方策の市内実施場所については、平成 29 年度に事業を実施している施設にお

いて対応します。 

 

【見直し前】 

    H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

〃  （健診回数） 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

確保方策 実施場所：国内の病院、診療所、助産所（うち市内実施場所 5施設） 

検査項目：①体重、血圧、尿、超音波等（毎回）②貧血、血糖、感染

症等（適時） 

実施時期：通年実施 

 

  

【見直し後】                   ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【実人数（人）】 1,036 940 423 1,000 1,000 

【健診回数（人回）】 12,536 11,354 5,133 12,000 12,000 

確保方策 実施場所：国内の病院、診療所、助産所（うち市内実施場所 6施設） 

検査項目：①体重、血圧、尿、超音波等（毎回）②貧血、血糖、感染

症等（適時） 

実施時期：通年実施 

   実績：健康増進課調べ 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後３か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行う事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、0 歳の人口推計値を各年の量の見込みとしました。 

訪問対象家庭数に対する実訪問家庭数の割合は、平成 27 年度が 98.3％、平成 28

年度が 99.7％となっています。 

 

② 見直しの内容 

    当初計画の量の見込みと実績にかい離は見られませんが、算出根拠となる 0 歳の人

口推計が見直されたため、見直し後の人口推計を基に量の見込みを算出します。 

    また、確保方策については、今後も同規模で事業を実施することで対応します。 

 

【見直し前】 

    H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人） 965 945 929 913 897 

確保方策 実施体制：77人 

実施機関：市保健センター 

 

 

  【見直し後】                  ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

   H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【実人数（人）】 1,038 943 429 958 930 

確保方策 実施体制：77人 

実施機関：市保健センター 

   実績：健康増進課調べ 
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（５）-１ 育児支援家庭訪問事業（養育支援訪問事業） 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、量の見込みを過去 5 年間（平成 21 年度～平成２５年度）の実績の

平均により設定しました。 

 平成 27、28 年度の訪問件数は、量の見込みより少ない状況となっています。 

 

② 見直しの内容 

    量の見込みについては、平成 27、28 年度の訪問件数の平均により算出します。確

保方策については、実施機関の名称変更と、中核機関としての位置づけを行います。 

 

【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人） 650 650 650 650 650 

確保方策 実施体制：20人 

実施機関：子育て相談センター及び市保健センター 

 

 

  【見直し後】                   ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【実人数（人）】 502 518 369 510 510 

確保方策 実施体制：20人 

中核機関：子ども・子育て総合センター 

実施機関：子ども・子育て総合センター及び市保健センター 

   実績：子育て支援課・健康増進課調べ 
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（５）-2 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支

援に資する事業）     

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関

間の連携強化を図る取組を実施する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状、今後の取組 

平成 27、28 年度においては、要保護児童対策協議会の調整機関職員の専門性の

強化のため、調整機関職員は、児童相談所が実施する「児童福祉司任用資格取得のた

めの研修」や「専門性を向上させるための研修」を受講しました。 

また、地域ネットワーク構成員の連携強化のため、専門性向上を図る取組として、

学校、認定こども園、幼稚園、保育園、放課後児童クラブ等を対象に実務担当者研修

会の開催、養育支援訪問事業との連携を図る取組として、調整機関が訪問事業の中核

機関となり、事業の進行管理、連絡調整及び母子保健担当部署との連携、地域住民へ

の周知を図る取組として、虐待防止啓発用ポスターを作成し、市内公共施設、医療機

関等に配布し、また、ＳＯＳ相談カードを作成し、市内全小中学校に配布しました。 

今後についても、現在実施している取組を継続して実施するとともに、ネットワー

ク機能をより強化するために効果的な取組を新たに実施することを検討します。 
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（６）子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活

援助事業（ショートステイ事業））及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）で

す。 

 

① 当初計画の概要と現状 

ショートステイ事業については、量の見込みを過去 5 年間（Ｈ21～25）の実績の

平均から算出しました。 

    平成 27、28 年度の利用件数は、量の見込みより多く、市内の事業実施施設を平成

27 年度に１か所から 2 か所に増やし対応しました。 

   

② 見直しの内容 

ショートステイ事業については、年々利用の需要が高まっているため、平成 28 年

度の実績を基に量の見込みを算出します。確保方策については、今後も同規模で事業

を実施することで対応します。 

また、トワイライトステイ事業については、他事業の状況やニーズを考慮し、実施

について検討します。 

 

【見直し前】 

    H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人日） 35 35 35 35 35 

確保方策（人日、か所） 
35 

1か所 

35 

1か所 

35 

1か所 

35 

1か所 

35 

1か所 

 

  【見直し後】 

ショートステイ事業               ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人日）】 43 62 66 70 70 

確保方策【延べ人数（人日）、

施設数（か所）】 

43 

2か所 

62 

2か所 

66 

2か所 

70 

2か所 

70 

2か所 

   実績：子育て支援課調べ 

 

  トワイライトステイ事業 

  H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人日）】 - - - - - 

確保方策【延べ人数（人日）

施設数（か所）】 
- - - - - 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する

者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

当初計画では、平成 25 年度の実績を基に、会員数や利用件数の伸び率を勘案し、

毎年度 500 件ずつ増加すると見込みました。確保方策については、量の見込みのう

ち、15％が就学後の利用として設定しました。 

    平成 27、28 年度の利用件数については、当初計画の量の見込みより少ない状況と

なっています。 

 

② 見直しの内容 

量の見込みについては、平成 28 年度の利用件数を基に、過去 3 年間の伸び率（8％）

を勘案し算出します。確保方策については、平成 28 年度の利用状況を勘案し、量の

見込みの 46％が就学後の利用と見込み対応します。 

 

【見直し前】 

    H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人日） 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 

確保方策

（人日） 

病児・緊急対応強

化事業を除く 
1,700 2,125 2,550 2,975 3,400 

病児・緊急対応強

化事業 
- - - - - 

就学後 300 375 450 525 600 

  

  【見直し後】                    ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人日）】 1,042 1,481 854 1,727 1,866 

確保方策 病児・緊急対応強

化事業を除く 

【延べ人数（人日）】 

516 803 336 936 1,012 

病児・緊急対応強

化事業 

【延べ人数（人日）】 

- - - - - 

就学後 

【延べ人数（人日）】 
526 678 518 791 854 

施設数（か所） 1 1 1 1 1 

   実績：保育課調べ 
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（８）一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育園その他の場所において、一時的に預か

り、必要な保護を行う事業です。 

 

◆幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画の量の見込みについては、平成 25 年度の 1 人あたり年間平均利用日数

（31 日）及び 1 号認定者数（教育ニーズの 2 号を含む）から算出しました。 

平成 27、28 年度の利用者数は、量の見込みより少ない状況となっています。 

 

② 見直しの内容 

平成 28 年度の 1 人あたり年間平均利用日数（30 日）及び 1 号認定者数を基に量

の見込みを算出します。確保方策については、今後も同規模で事業を実施することで

対応します。 

 

【見直し前】 

    H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み 

（人日） 

1号による利用 
55,397 55,087 53,506 52,607 51,801 

2号による利用 

確保方策 

（人日） 
在園児対象型 55,397 55,087 53,506 52,607 51,801 

 

   

【見直し後】                    ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

    H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み 

【延べ人数

（人日）】 

1号による利用 37,491 43,927 20,955 40,080 39,510 

2号による利用 - - - - - 

確保方策 

【延べ人数

（人日）、施

設数（か所）】 

在園児対象型 
37,491 

9か所 

43,927 

9か所 

20,955 

9か所 

40,080 

10か所 

39,510 

10か所 

   実績：保育課調べ  
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◆一時預かり事業（在園児対象型を除く） 

① 当初計画の概要と現状 

 量の見込みについては、平成 25 年度の家庭で保育している児童（教育・保育施設

を利用していない児童）の 1 人あたり年間平均利用日数（0.8 日）及びその児童数を

基に算出しました。 

平成 27、28 年度の利用者数は、量の見込みより多い状況となっています。 

 

② 見直しの内容 

平成 28 年度の家庭で保育している児童（教育・保育施設を利用していない児童）

の 1 人あたり年間平均利用日数（1.7 日）及びその児童数を基に算出します。確保方

策については、今後も同規模で事業を実施することで対応します。 

 

【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人日） 2,693 2,983 3,268 3,556 3,847 

確
保
方
策
（
人
日
） 

一時預かり事業（在園児対象

型を除く） 
1,398 1,373 1,343 1,316 1,292 

子育て援助活動事業 

（病児・緊急対応強化事業を除く） 
1,700 2,125 2,550 2,975 3,400 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
- - - - - 

 

 

  【見直し後】                     ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人日）】 4,263 3,975 2,699 3,731 3,693 

確
保
方
策 

一時預かり事業（在園児対象

型を除く） 

【延べ人数（人日）、施設（か所）】 

3,747 

12か所 

3,172 

12か所 

2,363 

14か所 

2,795 

12か所 

2,681 

13か所 

（再掲）子育て援助活動事業

（病児・緊急対応強化事業を除く）

【延べ人数（人日）、施設（か所）】 

516 

1か所 

803 

1か所 

336 

1か所 

936 

1か所 

1,012 

1か所 

（再掲）子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 

【延べ人数（人日）、施設（か所）】 

- - - - - 

  実績：保育課調べ  
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（9）延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に

おいて、認定こども園、保育園等において保育を実施する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、ニーズ調査の結果と人口推計を基に量の見込みを算出しました。 

    平成 27、28 年度の利用者数は、量の見込みより多い状況となっています。 

 

② 見直しの内容 

  量の見込みについては、平成 27、28 年度の 1 施設あたりの平均利用者数（23 人）

と施設数から算出します。また、確保方策については、実施施設を増やして対応しま

す。 

  

【見直し前】 

   H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人） 303 300 293 287 283 

確保方策（人、か所） 303 

18か所 

300 

19か所 

293 

19か所 

287 

19か所 

283 

19か所 

 

 

  【見直し後】                  ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【実人数（人）】 420 390 447 428 451 

確保方策【実人数（人）、施

設数（か所）】 

420 

18か所 

390 

18か所 

447 

20か所 

428 

21か所 

451 

22か所 

   実績：保育課調べ  
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（10）病児・病後児保育事業 

病児・病後児について、病院・保育園等に付設された専用スペース等において、看

護師等が一時的に保育を実施する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

       当初計画では、ニーズ調査の結果及び人口推計を基に算出した量の見込みから、「日

常的・緊急時に祖父母等にみてもらえる」と回答した割合（81.2％）に相当する数を

控除し設定しました。 

  

② 見直しの内容 

    量の見込みについては、市内の病後児保育事業の実績や、平成 29 年度から開始さ

れた病児・病後児保育の広域利用（市外の病児・病後児保育事業の利用）の状況を踏

まえ算出します。 

また、確保方策については、市内４か所での病児・病後児保育事業の実施により対

応します。 

 

【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

量の見込み（人日） 920 910 890 870 860 

確保方策 

（人日） 
病後児保育事業 920 910 890 870 860 

子育て援助活動事業 

（病児・緊急対応強化事業） 
- - - - - 

 

 

  【見直し後】                    ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

量の見込み【延べ人数（人日）】 13 39 26 343 634 

確保方策 

【延べ人数（人日）、施設数（か所）】 

13 

2か所 

39 

2か所 

26 

2か所 

343 

3か所 

634 

4か所 

 
病児・病後児対応型 

13 

2か所 

39 

2か所 

26 

2か所 

343 

3か所 

634 

4か所 

体調不良児対応型 - - - - - 

非施設型（訪問型） - - - - - 

（再掲）子育て援助活動事業 

（病児・緊急対応強化事業） 
- - - - - 

  実績：保育課調べ 
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（11）放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画の量の見込みについては、ニーズ調査とは別に実施した利用実態調査に基

づき算出しました。人口推計における児童数の減少に伴い、量の見込みも減少傾向と

設定しました。 

       しかし、対象児童年齢が拡大されたこと等に伴い、平成 27、28 年度の入所児童数

は当初計画の量の見込みより多く、年々増加しています。      

 

② 見直しの内容 

    利用者の量の見込みについては、地域の現状を踏まえ、平成２７年度以降の実績か

ら伸び率（４％程度）を勘案し算出します。また、確保方策については、公設児童ク

ラブの整備に沿って算出した数値に見直します。さらに、公設と民設の放課後児童ク

ラブ区分を追加します。 

    施設数については、「那須塩原市放課後児童クラブ整備計画」との整合性を図るため、

公設と民設の放課後児童クラブに区分し、量の見込み及び確保方策を設定します。 

 

  【見直し前】 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

低学年 
①量の見込み（人） 944 944 942 930 934 

②確保方策（人） 910 950 950 950 950 

高学年 
①量の見込み（人） 513 494 467 469 467 

②確保方策（人） 510 500 500 500 500 

合計 
①量の見込み（人） 1,457 1,438 1,409 1,399 1,401 

②確保方策（人） 1,420 1,450 1,450 1,450 1,450 
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【見直し後】 

   利用者数                          ※各年度5月1日現在 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設数 

   H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

公設 

①量の見込み 

【施設数（か所）】 
21 22 24 25 27 

②確保方策 

【施設数（か所）】 
21 22 24 25 27 

民設 

①量の見込み 

【施設数（か所）】 
16 17 16 16 16 

②確保方策 

【施設数（か所）】 
16 17 16 16 16 

合計 

①量の見込み 

【施設数（か所）】 
37 39 40 41 43 

②確保方策 

【施設数（か所）】 
37 39 40 41 43 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

公設 

低学年 

①量の見込み 

【登録児童数（人）】 
796 831 852 974 1,042 

②確保方策 

【登録児童数（人）】 
590 805 903 963 1,049 

高学年 

①量の見込み 

【登録児童数（人）】 
171 183 231 214 225 

②確保方策 

【登録児童数（人）】 
304 183 201 232 251 

民設 

低学年 

①量の見込み 

【登録児童数（人）】 
383 434 448 413 401 

②確保方策 

【登録児童数（人）】 
320 470 421 421 421 

高学年 

①量の見込み 

【登録児童数（人）】 
157 146 138 130 130 

②確保方策 

【登録児童数（人）】 
206 165 155 155 155 

合計 

①量の見込み 

【登録児童数（人）】 
1,507 1,594 1,669 1,731 1,798 

②確保方策 

【登録児童数（人）】 
1,420 1,623 1,680 1,771 1,876 

実績：保育課調べ 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行

事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、事業の実施について検討することとなっていました。 

平成 28 年度より事業を実施していますが、利用実績はない状況となっています。 

 

② 見直しの内容 

    事業の実施に伴い、量の見込みを設定します。 

 

  【見直し前】 

    事業の実施について検討 

  

  【見直し後】                    ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

実施計画 

【実人数

（人）】 

給食費(副材料費) 

(1号認定) 
- 0 0 5 5 

教材費・

行事費等

(給食費

以外) 

1号認定 - 0 0 5 5 

2号認定 - 0 0 5 5 

3号認定 - 0 0 5 5 

   実績：保育課調べ  



28 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

です。 

 

① 当初計画の概要と現状 

    当初計画では、事業の実施について検討することとなっていましたが、平成 27 年

度より、地域型保育事業の連携施設となっている公立保育園において連携保育士を配

置し、地域型保育事業を巡回する「新規参入施設等への巡回支援事業」を実施してい

ます。 

 

② 見直しの内容 

「新規参入施設等への巡回支援事業」については、平成 30 年度より連携保育士に

代わり連携施設による巡回支援を実施します。 

  また、「認定こども園特別支援教育・保育経費」については、平成 28 年度に社会

福祉法人が運営する幼保連携型認定こども園が整備されたため、計画への位置づけを

行います。 

 

  【見直し前】 

    事業の実施について検討 

 

  【見直し後】                    

   新規参入施設等への巡回支援事業 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（実績） 
H30年度 H31年度 

実施計画【施設数（か所）】 7 7 7 7 7 

 

  認定こども園特別支援教育・保育経費       ※Ｈ29年度の実績は上半期の実績 

 H27年度 

（実績） 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（※実績） 
H30年度 H31年度 

実施計画【実人数（人）】 - 0 0 1 1 

   実績：保育課調べ  
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4 教育・保育の一体的提供及びその推進に関する体制の確保 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

    本市では、平成 2８年 3 月に改訂した「那須塩原市保育園整備計画（後期計画）【改

訂版】」において、入園待ち児童の解消に向けた重点施策の一つとして、「私立幼稚園

の認定こども園移行の促進」を推進しており、既存幼稚園を活用した保育機能の充実

を図ることとしています。 

また、私立幼稚園からの移行のほか、地域における教育・保育ニーズや保育園等設

置者の意向、施設・設備等の状況等を総合的に勘案しながら、認定こども園普及の取

組を進めていきます。 

 

（２）教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の役割と必要性 

    乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、発達に応

じた適切な保護者の関わりや、質の高い教育・保育や子育て支援の安定的な提供が必

要なことから、幼稚園教諭や保育士等の合同研修への支援等、子どもの育ちを支援す

る者の専門性を高めるための事業実施への支援を図っていきます。 

 

（３）関係機関との連携方策 

    質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するために、教育・保

育施設や、地域の子育て支援事業等を提供している関係機関、関係団体等との連絡・

調整、連携、協働の体制を整えていきます。 
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5 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な 

 

   近年の経済状況や女性の社会進出への意識の変化等により、共働き家庭が増加し続け

ています。また、子育てに専念することを希望して退職する者がいる一方、就労の継続

を希望しながらも、仕事と子育ての両立が困難であるとの理由により、出産を機に退職

する女性が少なからず存在している等、出産に伴う女性の就労継続も依然として厳しい

状況にあります。 

   また、現在、0 歳児の子どもの保護者が、保育園等への入園時期を考慮して育児休業

の取得をためらったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況がみられます。 

   このような社会や経済の環境の変化によりもたらされた、子育て家庭を取り巻く環境

の変化を踏まえ、保護者が産後休業及び育児休業後の希望する時期に、円滑に教育・保

育施設、地域型保育事業を利用できるよう、育児休業中の保護者に対して情報提供する

とともに、計画的に施設整備等の事業の推進に努めます。 

利用の確保 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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１ 見直しの経過 

年月日 会議等 内 容 

平成 29 年 9 月 20 日 
第 1 回子ども・子育て支援施

策推進委員会会議（庁内） 

・子ども・子育て支援事業

計画中間年見直し（案）に

ついて 

10 月 2 日 第 17 回子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業

計画中間年見直し（案）に

ついて 

11 月 1 日～30 日 パブリックコメント 提出意見：0 件 
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２ 那須塩原市子ども・子育て会議 

 

（１）那須塩原市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第１

項の規定に基づき、那須塩原市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）

を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務その他規則で定める子ど

も・子育てに関する事務を処理する。 

 （組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 ⑴ 子どもの保護者 

 ⑵ 事業主を代表する者 

 ⑶ 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

 ⑷ 子ども・子育て支援関係団体に属する者 

 ⑸ 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

 （任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、

平成２７年３月３１日までとする。 

 （那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年那須

塩原市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  別表母子自立支援員及び婦人相談員の項の次に次のように加える。 

子ども・子育て会議委員 日額７，４００円  
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（２）子ども・子育て会議規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須塩原市子ども・子育て会議条例（平成２５年那須塩原市条例第２５号。

以下「条例」という。）第２条及び第６条の規定に基づき、那須塩原市子ども・子育て会議（以

下「子ども・子育て会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会議） 

第２条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説

明を聴くことができる。 

 （子ども・子育てに関する事項） 

第３条 条例第２条のその他規則で定める子ども・子育てに関する事項は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 那須塩原市次世代育成支援対策行動計画に関する事項 

 ⑵ 那須塩原市保育園整備計画に関する事項 

 ⑶ その他子ども・子育てに係る施策に関する重要事項 

 （庶務） 

第４条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部子ども課において処理する。 

 （その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議の会議は、第２条第１項の規定

にかかわらず、市長が招集する。 
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（３）那須塩原市子ども・子育て会議委員名簿 

No 所 属 氏 名 備 考 

1 那須塩原市黒磯地区保育園保護者会連絡協議会 八木澤 由明 
 

2 那須塩原市西那須野地区保育園保護者会連絡協議会 印南 恵美  

3 民間保育園保護者会 松原 崇俊  

4 那須塩原市幼稚園連絡協議会 古賀 恒  

5 那須塩原市幼稚園連絡協議会 玉野 梨香  

6 地域型保育事業所保護者 河上 茜  

7 那須塩原市ＰＴＡ連絡協議会 東泉 秀幸  

8 那須塩原市商工会 菊地 富士夫 
 

9 西那須野商工会 高田 修一 
 

10 那須塩原市民間保育園長会 大島 紀元  

11 那須塩原市私立幼稚園長会 戸田 直樹 副会長 

12 那須塩原市私立幼稚園長会 佐久間 久枝  

13 地域型保育事業所長 吉倉 美佐子  

14 特定非営利活動法人ゆめがくどう 後藤 政人  

15 那須塩原市民間学童クラブ協議会 白澤 崇行  

16 那須塩原市小・中学校長会 大田原 由美子  

17 特定非営利活動法人子育てほっとねっと 西田 由記子 
 

18 かるがもサロンボランティア 山本 雅子 
 

19 埼玉東萌短期大学 浅香 勉 会長 

20 那須塩原市民生委員児童委員協議会連合会 君島 幸江  

21 特定非営利活動法人アスク 佐藤 由紀子  
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３ 那須塩原市の現況 

（１）人口の推移 

①本市の総人口と 1 世帯あたり人員 

 
資料：栃木県住民基本台帳年報（各年 1 月 1 日現在） 

 

②年齢 3 区分別人口構成 

 
資料：栃木県住民基本台帳年報（各年 1 月 1 日現在） 
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（２）25～44 歳の女性の就業率 

 

資料：国勢調査 

 

（３）教育・保育施設の状況 

①施設数 

 

資料：那須塩原市保育課（各年度 4 月 1 日現在） 
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②利用定員 

 

資料：那須塩原市保育課（各年度 4 月 1 日現在） 

 

（４）認定者数 

 

資料：那須塩原市保育課（各年度 4 月 1 日現在） 
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（5）待機児童等の状況 

①入園待ち児童数 

 

資料：那須塩原市保育課 

 

②待機児童数 

 

資料：那須塩原市保育課 
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